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不法投棄は犯罪です　絶対に行わないでください　土地を所有する方は、草刈りやごみ拾い、フェンスやロープの設置などにご協力ください
地域づくり課環境対策班　☎０４７５（７０）０３８６

引っ越しの際は「し尿くみ取り」
の手続きを忘れずにの手続きを忘れずに

引っ越しなどにより、くみ取り式トイ
レを新たに使用する方や使用しなくなる
方は、手続きが必要です。住民票の転入・
転出・転居の届出だけでは自動的に加入
や取り消しは行われません。
　手続きは、地域づくり課または山武郡
市広域行政組合環境衛生課で行えます
（印かん持参）。
　手続きを忘れた場合、くみ取り作業の
実施に時間がかかったり、転出・転居後
もくみ取りが行われ料金が発生する場合
があります。
問山武郡市広域行政組合環境衛生課
　☎０４７５（５４）０５３１

こちらは消費生活センターです！
7 億円当選！？心当たりの無いメールは無視

　

生
後
91
日
以
上
の
犬
を
飼
っ
て

い
る
方
は
、
生
涯
に
１
回
の
飼
い

犬
の
登
録
と
、
１
年
に
１
回
の
狂

犬
病
予
防
注
射
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

登
録
が
済
ん
で
い
な
い
方
、
狂

犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
て
い

な
い
方
は
、
所
定
の
手
数
料
を
納

め
、
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
飼
い
主
が
変
わ
っ
た
場

合
や
住
所
変
更
な
ど
、
届
出
事
項

　

区
・
自
治
会
は
、
住
民
同
士
の

親
睦
、生
活
環
境
の
維
持
の
ほ
か
、

高
齢
者
や
子
ど
も
の
見
守
り
、
行

政
と
地
域
課
題
の
解
決
を
図
る
な

ど
、
ま
ち
づ
く
り
の
中
心
的
な
担

い
手
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◇
区
・
自
治
会
の
主
な
活
動

　

防
災
活
動
、
環
境
美
化
、
防
犯

灯
の
設
置
・
管
理
、
防
犯
活
動
、

文
化
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
、

・
動
物
を
飼
う
前
に
、
周
囲
に
迷

惑
を
か
け
ず
責
任
を
持
っ
て
最
後

ま
で
飼
え
る
か
考
え
ま
し
ょ
う
。

・
世
話
の
方
法
や
か
か
り
や
す
い

病
気
、
習
性
に
合
っ
た
飼
い
方
が

で
き
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・
感
染
症
予
防
の
た
め
過
剰
な
触

れ
合
い
は
控
え
、
動
物
に
触
っ
た

後
は
手
を
洗
い
ま
し
ょ
う
。

・
動
物
に
は
迷
子
札
や
マ
イ
ク
ロ

チ
ッ
プ
を
付
け
て
、
災
害
時
等
に

離
れ
て
も
飼
い
主
が
分
か
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
犬
は
首
輪
等
に

登
録
鑑
札
と
狂
犬
病
予
防
注
射
済

票
を
付
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

　

空
き
家
を
放
置
す
る
と
、
老
朽

化
に
よ
る
倒
壊
や
建
築
材
の
飛

散
、
野
生
動
物
が
住
み
つ
き
環
境

衛
生
の
悪
化
、
火
災
や
犯
罪
、
不

法
投
棄
を
招
く
な
ど
、
周
囲
の
生

活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

空
き
家
を
所
有
・
管
理
し
て
い

狂
犬
病
予
防
法
に
基
づ
く
飼
い
犬

の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

区
・
自
治
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

動
物
は
正
し
く
飼
い
ま
し
ょ
う

空
き
家
は
適
正
に
管
理
し
ま
し
ょ
う

に
変
更
が
生
じ
た
と
き
や
、
飼
い

犬
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
登
録
事

項
変
更
の
届
け
出
や
登
録
抹
消
の

届
け
出
が
必
要
で
す
。

※
「
鑑
札
」
や
「
注
射
済
票
」
を

紛
失
し
た
場
合
は
、
再
発
行
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

︿
飼
い
犬
の
新
規
登
録
﹀

　

生
後
91
日
以
上
経
っ
た
ら
、「
犬

の
登
録
申
請
書
」を
提
出
し
て「
鑑

札
」
の
交
付
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

︿
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
た
と
き
﹀

　

１
年
に
１
回
必
要
で
す
。
か
か

り
つ
け
の
動
物
病
院
な
ど
で
狂
犬

病
予
防
注
射
を
受
け
て
発
行
さ
れ

る
「
注
射
済
証
」
と
、「
注
射
済

票
交
付
申
請
書
」
を
提
出
し
、「
注

射
済
票
」
の
交
付
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
（
３
月
２
日
㈭
以
降
に

接
種
す
る
と
、
令
和
５
年
度
の
注

射
済
票
交
付
と
な
り
ま
す
）。

令
和
５
年
度
狂
犬
病
予
防
集
合

注
射
の
日
程
等
の
詳
細
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
区
長
回
覧
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

︿
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
と
き
な
ど
﹀

　

亡
く
な
っ
た
犬
の
「
鑑
札
」
と

「
犬
の
登
録
抹
消
届
」
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
飼
い
主
が
変
わ
っ

た
と
き
や
、
住
所
変
更
な
ど
は
、

「
犬
の
登
録
事
項
変
更
届
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
・
問
地
域
づ
く
り
課
環
境
対
策
班

　

☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
８
６

る
方
は
適
切
な
管
理
に
努
め
ま

し
ょ
う
。
管
理
継
続
が
困
難
な
場

合
は
専
門
家
に
相
談
く
だ
さ
い
。

︿
空
き
家
の
管
理
や
売
却
に
つ
い

て
の
相
談
窓
口
﹀

・
千
葉
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

九
十
九
里
支
部

　

☎
０
４
７
５（
７
３
）７
４
４
５

・
全
日
本
不
動
産
協
会
外
房
支
部

　

☎
０
４
７
５（
５
０
）１
５
５
５

問
地
域
づ
く
り
課
環
境
対
策
班

　

☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
８
６

●別表　各手続きの手数料
種類 金額 

犬の登録 １頭につき� 3,000 円�
注射済票交付 １件につき� 550 円�
鑑札再交付 １件につき� 1,600 円�
注射済票再交付 １件につき� 340 円�
犬の登録抹消届・登録事項変更届 無料

広
報
活
動
、
募
金
の
協
力
な
ど

◇
加
入
方
法

　

お
住
ま
い
の
地
域
の
区
長
・
自

治
会
長
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

連
絡
先
が
不
明
な
場
合
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
網
白
里
市
区
長
会
事
務
局

（
地
域
づ
く
り
課
市
民
協
働
推

進
班
内
）

　

☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
４
２

れ
て
い
ま
す
。

・
犬
の
放
し
飼
い
は
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。
散
歩
は
犬
を
制
止
で
き

る
方
が
短
い
引
き
綱
で
行
い
ま

し
ょ
う
。
し
つ
け
や
訓
練
を
し
て

人
に
危
害
を
加
え
た
り
鳴
き
声
な

ど
で
近
隣
に
迷
惑
を
掛
け
た
り
し

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
散
歩
の
際
の
糞
尿
は
飼
い
主
が

持
ち
帰
り
、
動
物
の
毛
の
手
入
れ

に
も
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
と
き
は

保
健
所
へ
届
け
出
て
、
か
ん
だ
犬

に
狂
犬
病
の
疑
い
が
無
い
か
獣
医

師
の
検
診
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

・
猫
は
屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

糞
尿
や
鳴
き
声
等
に
よ
る
ト
ラ
ブ

ル
、
感
染
症
や
交
通
事
故
等
の
危

険
か
ら
猫
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
屋
内
で
も
鳴
き
声
や
臭
い
の

対
策
は
し
ま
し
ょ
う
。

・
不
妊
去
勢
措
置
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
ど
う
し
て
も
飼
え
な
く
な
っ
た

場
合
は
新
し
い
飼
い
主
を
探
し
ま

し
ょ
う
。

・
犬
猫
を
10
頭
以
上
飼
養
す
る
方

は
山
武
保
健
所
に
届
け
出
が
必
要

で
す
。

・
愛
護
動
物
を
虐
待
、
捨
て
る
、

殺
傷
し
た
り
す
る
と
、
懲
役
や
罰

金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

問
地
域
づ
く
り
課
環
境
対
策
班

　

☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
８
６

男女共同参画だより
　給食レシピで作るおとう飯
チャレンジ作品を募集したと
ころ、多くの市内在住、在勤
の方に挑戦いただきました。
詳細は市ホームページをご覧
ください。
　“おとう飯 ”とは男性、特
に子育て世代の男性の料理参
画への第一歩として簡単で手
間をかけず、多少見た目が悪
くてもおいしい料理のこと
で、内閣府が命名しました。
市では平成 29 年度に市長が
“おとう飯サポーター ”とな
り、啓発活動を行っています。

〈チャレンジした料理の一部
を紹介〉

▲タコライス（マイキーさん）

問地域づくり課市民協働推進班
　☎０４７５（７０）０３４２

〈事例〉
　スマホのＳＭＳに「7億円当選した」
という通知が届いた。受領するための手
続きだと言われ、さまざまな名目の費用
を請求され、これまでに電子マネーで
150 万円ほど支払ったが、いつまで経っ
ても当選金が振り込まれない。「コンビ
ニの端末機で購入した電子マネーの払込
票が残っていると当選金が支払われなく
なる」と言われていたので、捨ててしまっ
た。姉から借金もした。お金を取り返し
たい。

〈ひとこと助言〉
　申し込んでいないのに、宝くじや懸賞
などに当選することはありません。大金
が当選したというメールやＳＭＳが来て
もうのみにせず、すぐに削除し相手には

絶対に連絡しないようにしましょう。
　「当選金を受け取るため」などと言っ
て事前にお金を請求されたら、詐欺です。
後で元が取れるなどと思わず、絶対にお
金は支払わないでください。支払ってし
まうと、取り戻すことはほぼできません。
　周囲の方は、高齢者に変わった様子が
無いか日ごろから気を配りましょう。
　困ったときは、すぐに消費生活セン
ターにご相談ください。
◇市消費生活センター

▼ 相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・㈬・㈮
10時～12時、13時～16時

▼会場＝中央公民館１階相談室

▼相談電話＝☎０４７５（７０）０３４４
問地域づくり課市民協働推進班
　☎０４７５（７０）０３４２

　進学、就職でこれから毎日
電車を利用することになる方
も多いと思います。
　ちかん・盗撮被害に遭わな
いためにも次のことに気を付
けてください。
・歩きスマホや、音楽を聴き
ながら歩かない
　近付いてくる人や車に気付
くのが遅れて危険です。
・できるだけ複数で帰る
　遅くなった場合は、迎えや
タクシーの利用を検討しま
しょう。
・階段・エスカレーターでは
周囲の警戒をしましょう
・女性が多い車両、場所に乗
りましょう
・防犯グッズを活用し、被害
に遭ったときは、大声を出し
ましょう

問東金警察署
　☎０４７５（５４）０１１０�

安全安心コーナー安全安心コーナー
ちかん・盗撮に気を付けて

●今月の移動交番開設日
場所 日程 時間

セブンイレブン
季美の森店 23日㈭ 10時～11時30分

ケーヨーＤ２
大網永田店 22日㈬ 10時～11時30分

主婦の店
大網店 15日㈬ 10時～11時30分

農村環境改
善センター
いずみの里

3日㈮ 10時～11時30分

みどりが丘
自治会館 16日㈭ 14時～15時

ショッピン
グセンター
アミリィ

28日㈫ 10時～11時30分

大網白里市役所 1日㈬ 10時～11時30分
大網病院 8日㈬ 10時～11時30分

タマネギは、しなっと
するまで炒めると良い
と思います。調理時間
も短くお勧めです。
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